
告 示

�愛媛県告示第７６５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光

室並びに西予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成３０年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグストアモリ西予店

西予市宇和町上松葉２１９番 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社ドラッグストアモリ

福岡県朝倉市一ツ木１１４８番地の１

代表取締役 森 信

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ドラッグストアモリ

福岡県朝倉市一ツ木１１４８番地の１

代表取締役 森 信

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成３１年３月２１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，４７８平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

６０台

イ 駐輪場の収容台数

１５台

ウ 荷さばき施設の面積

５０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

８．１７立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

２４時間

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

２４時間

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

２４時間

２ 届出年月日

平成３０年７月２０日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の新設の届出の概要等………………………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…５９０

○ 愛媛県民有林林道事業補助金交付規程の一部改正…………………………………………………………………………………………………（林業政策課）…５９１

○ 保安林予定森林にする旨の通知………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…５９６

○ 解除予定保安林にする旨の通知………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５９６

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局地域福祉課）…５９７

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５９７

○ 指定居宅サービス事業の廃止……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５９７

○ 指定介護予防サービス事業の廃止………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５９７

○ 土地改良事業の計画の変更の認可………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…５９７

○ 道路の区域変更（一般国道３１７号外）………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…５９８

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…５９８

○ 道路の区域変更（県道鳥井喜木津線）…………………………………………………………………………………………（南予地方局八幡浜土木事務所）…５９８

公 告

○ 家畜商講習会の開催…………………………………………………………………………………………………………………………………………（畜産課）…５９８

正 誤

○ 平成３０年６月５日付け愛媛県報第２９８１号掲載愛媛県告示第５８９号（土砂災害警戒区域の指定）中………………………………………………（砂防課）…６００

○ 平成３０年６月５日付け愛媛県報第２９８１号掲載愛媛県告示第５９０号（土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定）中………………（ 〃 ）…６００

毎週（火・金）曜日発行 第２９９８号 平成３０年８月３日

平成３０年８月３日金曜日 第２９９８号

愛 媛 県 報
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することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部

八幡浜支局商工観光室並びに西予市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第７６６号
愛媛県民有林林道事業補助金交付規程（昭和３０年３月愛媛県告示第２２２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、平成３０年度

事業から適用する。

平成３０年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（申請書等の提出）

第６条 前条に規定する補助金の内示を受けた事業主体は、次に掲

げる書類

を、所轄の地方局長に提出しなけれ

ばならない。

�～� 省略

２・３ 省略

別表第１（第３条、別表第２関係）

１ 森林環境保全整備事業

（申請書等の提出）

第６条 前条に規定する補助金の内示を受けた事業主体は、次に掲

げる書類（県単独林道整備事業のうち森林作業道の場合にあつて

は、第２号の書類を除く。）を、所轄の地方局長に提出しなけれ

ばならない。

�～� 省略

２・３ 省略

別表第１（第３条、別表第２関係）

１ 森林環境保全整備事業

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補 助 率

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補 助 率

基準

率

基準

率

市町
市町

以外
市町

市町

以外

１

省略

１

省略

２

森

林

資

源

循

環

利

用

林

道

整

備

事

業

�

林

業

生

産

基

盤

整

備

道

開

設

ア 森林造

成林道（

間伐を行

うために

開設する

林道、水

源山地に

おいて複

層林施業

を行うた

めの保安

施設事業

と林道の

開設とを

一体とし

た事業に

係る林道

及び森林

法（昭和

２６年法律

� 離島

を除く

過疎地

域の市

町及び

振興山

村の地

域で行

うもの

同 同 同 同

� 離島

である

過疎地

域の市

町及び

振興山

村の地

域で行

うもの

同 同 １０ 分

の ６

以内

１０ 分

の６．５

以内

� 離島

を除く

同 同 １０ 分

の５．５

１０ 分

の５．５

愛 媛 県 報平成３０年８月３日 第２９９８号

５９１



第２４９号

）第３９条

の３第１

項の規定

に基づき

指定され

た特定保

安林の整

備を行う

ために開

設する林

道をいう

。以下同

じ。）

過疎地

域の市

町及び

振興山

村の地

域以外

の地域

で行う

もの

以内 以内

� 離島

である

過疎地

域の市

町及び

振興山

村の地

域以外

の地域

で行う

もの

同 同 同 １０ 分

の ６

以内

イ 峰越連

絡 林 道

（林業生

産基盤の

整備を図

り、農山

村地域の

振興に資

す る た

め、林道

規程（昭

和４８年４

月１日付

け４８林野

道第１０７

号林野庁

長 官 通

知）に規

定する自

動車道に

該当する

既設の林

道（以下

「既設林

道」とい

う。）と

他の既設

林道又は

これと同

程度の構

造を有す

る道路施

� 幹線

林 道

（離島

で行う

もの）

同 同 １０ 分

の ６

以内

１０ 分

の ８

以内

� 幹線

林 道

（�以

外のも

の）

同 同 １０ 分

の５．５

以内

６０ 分

の ４３

以内

� その

他の林

道

同 同 同 １０ 分

の５．５

以内

愛 媛 県 報平成３０年８月３日 第２９９８号

５９２



設との相

互間を峰

越し等に

より連絡

する林道

をいう。

以 下 同

じ。）

ウ 森林造

成林道及

び峰越連

絡林道以

外の林道

� 離島

を除く

過疎地

域の市

町及び

振興山

村の地

域で行

うもの

同 同 同 同

� 離島

である

過疎地

域の市

町及び

振興山

村の地

域で行

うもの

同 同 同 １０ 分

の ６

以内

� 離島

を除く

過疎地

域の市

町及び

振興山

村の地

域以外

の地域

で行う

もの

同 同 １０ 分

の ５

以内

１０ 分

の ５

以内

� 離島

である

過疎地

域の市

町及び

振興山

村の地

域以外

の地域

で行う

もの

同 同 １０ 分

の５．５

以内

１０ 分

の５．５

以内

�

林

業

生

ア 幹線林道 同 同 同 同

イ その他の林道（改

良）

同 同 １０ 分

の３．５

以内

１０ 分

の３．５

以内

愛 媛 県 報平成３０年８月３日 第２９９８号

５９３



産

基

盤

整

備

道

改

良

・

舗

装

ウ その他の林道（舗

装）

同 同 ６０ 分

の ２３

以内

６０ 分

の ２３

以内

�

林

業

専

用

道

開

設

ア 離島を除く過疎地

域の市町及び振興山

村の地域で行うもの

同 同 １０ 分

の５．５

以内

１０ 分

の５．５

以内

イ 離島である過疎地

域の市町及び振興山

村の地域で行うもの

同 同 同 １０ 分

の ６

以内

ウ 離島を除く過疎地

域の市町及び振興山

村の地域以外の地域

で行うもの

同 同 １０ 分

の ５

以内

１０ 分

の ５

以内

エ 離島である過疎地

域の市町及び振興山

村の地域以外の地域

で行うもの

同 同 １０ 分

の５．５

以内

１０ 分

の５．５

以内

�

林

業

専

用

道

等

改

良

・

舗

装

ア 改良 同 同 １０ 分

の３．５

以内

１０ 分

の３．５

以内

イ 舗装 同 同 ６０ 分

の ２３

以内

６０ 分

の ２３

以内

� �から�まで以外の林

道整備

同 同 １０ 分

の ５

以内

１０ 分

の ５

以内

３

省略

２

省略

２ 省略

３ 森林整備事業（農山漁村地域整備交付金関係）

２ 省略

３ 森林整備事業（農山漁村地域整備交付金関係）

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補 助 率

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補 助 率

基準

率

基準

率

市町
市町

以外
市町

市町

以外

１

育

�

森

ア 森林造

成林道

� ～ �

省略

１

育

�

森

ア 森林造

成林道（

� ～ �

省略

愛 媛 県 報平成３０年８月３日 第２９９８号

５９４



成

林

整

備

事

業

林

管

理

道

、

林

業

専

用

道

及

び

森

林

施

業

道

の

開

設

成

林

整

備

事

業

林

管

理

道

、

林

業

専

用

道

及

び

森

林

施

業

道

の

開

設

間伐を行

うために

開設する

林道、水

源山地に

おいて複

層林施業

を行うた

めの保安

施設事業

と林道の

開設とを

一体とし

た事業に

係る林道

及び森林

法（昭和

２６年法律

第２４９号

）第３９条

の３第１

項の規定

に基づき

指定され

た特定保

安林の整

備を行う

ために開

設する林

道をいう

。以下同

じ。）

イ 峰越連

絡 林 道

� ～ �

省略

イ 峰越連

絡 林 道

（林業生

産基盤の

整備を図

り、農山

村地域の

振興に資

す る た

め、林道

規程（昭

和４８年４

月１日付

け４８林野

道第１０７

号林野庁

長 官 通

知）に規

定する自

動車道に

� ～ �

省略

愛 媛 県 報平成３０年８月３日 第２９９８号
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�愛媛県告示第７６７号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成３０年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

宇和島市三間町大藤１４８６、１４８８から１５１１まで、１５１５から１５３８ま

で、１５４１から１５４４まで、１５４６から１５６２まで、１５６５から１５６７まで、

１５７０から１５７５まで、１５７７、１５７９、１５８０

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種を定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７６８号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成３０年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

該当する

既設の林

道（以下

「既設林

道」とい

う。）と

他の既設

林道又は

これと同

程度の構

造を有す

る道路施

設との相

互間を峰

越し等に

より連絡

する林道

をいう。

以 下 同

じ。）

ウ 省略 ウ 省略

２～

６

省略

２～

６

省略

４ 省略

５ 県単独林道整備事業

４ 省略

５ 県単独林道整備事業

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補 助 率

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補 助 率

基準

率

基準

率

市町
市町

以外
市町

市町

以外

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 森林作業道開設 森林

作業

道

同 同 同

愛 媛 県 報平成３０年８月３日 第２９９８号

５９６
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１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町笠方１７０６の５・１７１０の２から４まで（以上
４筆国有林）

２ 保安林として指定された目的

かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第７７３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

新居浜市旦之上土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更を平成３０年７月２４日認可した。

平成３０年８月３日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�愛媛県告示第７６９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成３０年８月３日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�愛媛県告示第７７０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成３０年８月３日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�愛媛県告示第７７１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成３０年８月３日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�愛媛県告示第７７２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成３０年８月３日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人亀天会 亀天会訪問看護ステーション 愛媛県西条市三芳１２５４番地１ 平成３０年６月１日 訪問看護

株式会社四国中央ケアサービス デイサービスセンターなないろ豊岡 愛媛県四国中央市豊岡町長田１６５５番地
１ 平成３０年６月１日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人亀天会 亀天会訪問看護ステーション 愛媛県西条市三芳１２５４番地１ 平成３０年６月１日 介護予防訪問看護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社 すみれ 福祉用具貸与事業所 すみれ 愛媛県新居浜市新須賀町三丁目１番５０
号 平成３０年６月３０日 福祉用具貸与

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社 すみれ 福祉用具貸与事業所 すみれ 愛媛県新居浜市新須賀町三丁目１番５０
号 平成３０年６月３０日 介護予防福祉用具

貸与

愛 媛 県 報平成３０年８月３日 第２９９８号

５９７



��������������

��������������

公 告

�公 告

家畜商講習会の開催について

家畜商法（昭和２４年法律第２０８号）第４条の２第１項の規定によ

り、家畜商講習会を次のとおり開催する。

平成３０年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 開催の日時

平成３０年９月１１日（火）午前９時及び１２日（水）午前９時

２ 開催の場所

松山市一番町四丁目４－２ 県庁第二別館５階 第６会議室

３ 受講手続

受講希望者は、平成３０年８月２４日（金）までに、次に掲げる書

類を所轄地方局に提出しなければならない。

� 家畜商講習会受講願書（別記様式）

� 住民票抄本１通

４ 教材

講習用教材は、講習会会場において各自購入すること。

�愛媛県告示第７７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３０年８月３日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

�愛媛県告示第７７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号
松山市宿野町乙１６９番１から

同町乙１６７番１まで

旧 ４．８～５．６ ０．０２６

新 ９．４～１９．５ ０．０２６

県 道 湯山高縄北条線
松山市横谷乙２５０番１から

同市横谷乙２５５番１まで

旧 ４．２～１０．６ ０．１３０

新 ２０．１～５７．８ ０．１３０

〃 〃
松山市横谷乙２２０番１から

同市横谷乙２１８番１まで

旧 １０．４～１３．０ ０．０７９

新 ３１．７～６４．７ ０．０７９

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３０中局建（開）第６号

平成３０年７月２５日
伊予市上野字新屋敷谷１４４３番

伊予郡砥部町高尾田２７２番地

有限会社 徳永不動産

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町釜木８９４番地先から

同町釜木７３５番地先まで

旧 ４．１～１０．７ ０．０６３

新 ７．８～１２．３ ０．０６３

〃 〃
西宇和郡伊方町平礒３９０番２地先から

同町釜木２０８４番２地先まで

旧 ４．５～２４．２ ０．３８７

新 ７．６～７３．８ ０．３８７

愛 媛 県 報平成３０年８月３日 第２９９８号
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別記様式

家 畜 商 講 習 会 受 講 願 書

年 月 日

愛 媛 県 知 事 様

現 住 所

職 業

（ふりがな）

氏 名

生 年 月 日

貴 県 で 主 催 さ れ る 家 畜 商 講 習 会 を 受 講 し た い の

で 、 関 係 書 類 を 添 え て 願 い 出 ま す 。

愛 媛 県 収 入 証 紙 ３ ， ２ ０ ０ 円

相 当 額 貼 付 場 所

愛 媛 県 報平成３０年８月３日 第２９９８号
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�正 誤

平成３０年６月５日付け愛媛県報第２９８１号掲載愛媛県告示第５８９号（土砂災害警戒区域の指定）中

�正 誤

平成３０年６月５日付け愛媛県報第２９８１号掲載愛媛県告示第５９０号（土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定）中

ページ 箇 所 誤 正

４４９

右段
表
土砂災害警戒区域
（上から７段目に追加）

西筋川
４８１－
２０７６

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流

ページ 箇 所 誤 正

４５０

右段
表
土砂災害警戒区域、指定の区域欄及び土砂災害
特別警戒区域、指定の区域欄中
上から２段目

沖村 法花津

４５６

左段
表
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
上から１段目

西筋川
４８１－
２０７６

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流 西筋川
４８１－
２０７６

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（削除）

平成３０年８月３日 発行

愛 媛 県 報平成３０年８月３日 第２９９８号
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